
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

2016年1月からのマイナンバー制度運用開始に向けて、いよいよカウントダウンが始まりました。本年10月から
は各個人へのマイナンバー通知も開始されます。
各企業においては、労働・社会保険の適用や給付、源泉徴収票や法定調書などマイナンバーを利用したさまざま
な処理を行う必要が生じます。また、これら業務面の対応だけに留まらず、不正な個人番号の取得や利用が発生
しないように収集・保管に対するリスク対応がきわめて重要となります。

当セミナーではマイナンバー制度に詳しいSKJ総合税理士事務所 所長・税理士 袖山喜久造氏をお迎えし、マイナ
ンバー制度とはどのような制度か、そして実務において企業がいつ何をどのように対応すべきか、わかりやすく
解説いただきます。またマイナンバー制度施行を迎えるにあたり、貴社がどのような安全管理措置をとる必要が
あるかを無料診断いたします。さらに複合機を活用してのマイナンバー対策についてもご紹介します。

ご多忙中とは存じますが、ぜひこの機会にご来場くださいますようご案内申し上げます。
敬具

日時：第一回 2015年7月30日（木）
第二回 2015年8月24日（月）
第三回 2015年9月15日（火）
各回とも 13:00~17:15（開場 12:30）

会場：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社
東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビル26Fセミナールーム

定員：80名 ※先着順とさせていただきます。
費用：無料
対象：各企業の経営者、人事・総務役職者など

※同業者様のお申込みはご遠慮いただいております。
主催：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

アクセス
会場 コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社

26Fセミナールーム
住所 東京都港区芝浦1-1-1 浜松町ビル26F 
交通 JR、東京モノレール「浜松町」駅南口 徒歩7分

都営地下鉄大江戸線、浅草線「大門」駅 B2出口 徒歩12分
ゆりかもめ「日の出」駅西口 徒歩10分

◆個人情報の取り扱いについて
お申込みの際にご登録いただきました個人情報お名前、貴社名、所属、お役職名、電話番号等）は
弊社からのカタログの発送、メールマガジンの配信等を行うために、利用させていただきます

お問合せ先：コニカミノルタビジネスソリューションズ株式会社セミナー事務局

km_ict_seminar@fusion.bj.konicaminolta.jp

専門家による詳しい解説でやるべきことがわかる！

貴社の安全管理措置診断 ★無料★

複合機を活用したマイナンバー対策とは？



お申込み方法 「マイナンバー制度の徹底理解」サイトへアクセスし
必要事項をご記入の上お申し込みください。

http://konicaminolta.jp/pr/bj_seminar_150824
お申込み受付後、ご登録いただいたメールアドレスへ「お申込み完了メール」をお送りいたします。
★本セミナーは先着順とさせていただきます。ご了承ください。
★同業者様のお申込みはご遠慮いただいております。

12:30~ 開場

13:00~13:05 ご挨拶
コニカミノルタ
ビジネスソリューションズ株式会社

13:05~13:20

安全管理措置診断
説明に従ってアンケートにご記入いただきます。セミナー終了時に
簡易診断結果をお渡しするほか、後日詳細な診断結果シートをご提供
します。

コニカミノルタ
ビジネスソリューションズ株式会社

13:20~16:30

基調講演

マイナンバー制度の概要と企業の行うべき実務と準備
第Ⅰ章 マイナンバー制度の概要
第Ⅱ章 個人番号と法人番号
（休 憩 10min）
第Ⅲ章 事業者の実務においての対応

SKJ総合税理士事務所

所長・税理士 袖山喜久造様

16:30~16:40 質疑応答

16:40~16:50 休憩

16:50-17:15 コニカミノルタが提案する複合機を活用したマイナンバー対策

コニカミノルタ
ビジネスソリューションズ株式会社
システムインテグレーション統括部
ソリューションエンジニアリング部

木村 守宏

袖山喜久造氏プロフィール

1989年4月国税専門官として国税局入局
国税庁調査課、国税局調査部等での勤務を経て、現在、ＳＫＪ総合税理士事務所
所長・税理士

主な著作
「帳簿書類のデータ保存・スキャナ保存」完全ガイド（税務研究会出版局）
「マイナンバー制度と企業の実務」完全ガイド（税務研究会出版局）
「最新ここまでわかった企業のマイナンバー実務Q&A（日本法令・共著）

基調講演概要
わが国の社会基盤となるマイナンバー制度が来年から導入されます。企業は従業員や取引先個人から

マイナンバーを収集し、行政機関等への手続き書類に記載して提出しなければなりません。またマイナ
ンバーを含む特定個人情報は安全管理措置が義務付けされており、この情報が漏えいした場合には罰則
の適用もあり得ます。本セミナーでは、マイナンバー制度の概要と企業が行わなければならない準備に
ついて解説します。


